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（報  告） 

報告番号 件       名 課 名 等 頁 

第１号 議会の委任による専決処分の報告について 

（８）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 

  （令和２年８月９日専決） 

 

西部総合事務所 

地域振興局 

 

１ 

 

第２号 長期継続契約の締結状況について 西部総合事務所

地域振興局 

２ 

 



 報告第１号                西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9635） 

 

件

名 

  

議会の委任による専決処分の報告について 

 （８）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について             

（令和２年８月９日専決） 

 

 

 

提 

 

出 

 

理 

 

由 

 

及 

 

び 

 

概 

 

要 

 

 

 １ 提出理由 

法律上県の義務に属する交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和２

年８月９日に専決処分をしたので、本議会に報告するものである。 

  

 ２ 概  要 

（１）和解の相手方 

東伯郡北栄町 個人 

 

（２）和解の要旨 

県側の過失割合を６割とし、県は、損害賠償金２２,９７５円を支払うものとするこ

と。 

 

（３）事故の概要 

ア 事故発生年月日 

令和元年６月１４日 

 

イ 事故発生場所 

東伯郡北栄町妻波地内 

 

ウ 事故の状況 

鳥取県西部総合事務所所属の職員が、公務のため普通乗用自動車を運転中、駐車場内

を走行していたところ、駐車枠から後退してきた和解の相手方所有の小型貨物自動車と

衝突し、双方の車両が破損したものである。 

 

＜参考＞ 

・損害賠償額 ２２，９７５円 

 うち、保険支払額 ０円、県費支出額 ２２，９７５円（保険契約による免責額 

３０，０００円以内） 

・県側車両損害額 ２５４，４８６円 

 うち、相手方からの損害賠償額 １０１，７９４円、県実負担額 １５２，６９２円 
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